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表紙

第60回　定時株主総会
招 集 ご 通 知
開催日時
2022年６月24日（金曜日）午前10時
（受付開始　午前９時30分）

開催場所
東京都中央区日本橋二丁目７番１号 東京日本橋タワー
ベルサール東京日本橋 ５階コンファレンスセンター

　

新型コロナウイルスに関するお知らせ
新型コロナウイルス感染症への感染リスク回避
のため、ご来場には慎重なご判断をお願い申し
あげます。
また、今後の状況により、株主総会の運営に大
きな変更が生じる場合は当社ウェブサイト
(https://www.ines.co.jp/)に掲載いたしますの
でご確認くださいますようお願い申しあげます。

　

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役６名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件

　

目　次
第60回定時株主総会招集ご通知 1
株主総会参考書類 5
(提供書面)

事業報告 18
連結計算書類 36
計算書類 38
監査報告 40

　

株式会社アイネス
証券コード：9742

パソコン・スマートフォン
からでも招集ご通知がご覧
いただけます。

招集ご通知がスマホでも！

https://p.sokai.jp/9742/
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株主の皆様へ

証券コード 9742
2022年６月２日

株 主 の 皆 様 へ
東京都中央区晴海三丁目10番１号

株 式 会 社 ア イ ネ ス
代表取締役社長　吉村　晃一

１．日 時 2022年６月24日（金曜日）午前10時
２．場 所 東京都中央区日本橋二丁目７番１号 東京日本橋タワー

ベルサール東京日本橋 ５階コンファレンスセンター

３．目 的 事 項
報 告 事 項 （１）第60期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）

事業報告、連結計算書類ならびに
会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件

（２）第60期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
計算書類の報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役６名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件

第60回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第60回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
株主の皆様におかれましては、３ページから４ページまでに記載の議決権行使についてのご案内をご確認いた

だき、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげま
す。

敬具

記

－ 1 －
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株主の皆様へ

４．インターネットによる開示
（１）次の事項につきましては、法令および当社定款第17条の定めに基づき、当社ウェブサイトに掲載しており

ますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。
［事業報告］　　業務の適正を確保するための体制および運用状況
［連結計算書類］連結株主資本等変動計算書
　　　　　　　　連結注記表
［計算書類］　　株主資本等変動計算書
　　　　　　　　個別注記表

（２）株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に記載した事項を修正する必要が生じ
た場合には、修正内容を当社ウェブサイトに掲載して周知させていただきます。

当社ウェブサイト　https://www.ines.co.jp/

５．インターネットによるライブ配信のご案内
株主総会会場に来場されなくとも、株主総会の模様をご視聴いただけるようインターネットによるライブ配

信を行います。
なお、本ライブ配信では議決権の行使や質問等を行うことはできません。株主総会前日までに、インターネ

ットまたは書面（郵送）による事前の議決権のご行使をお願い申しあげます。

当日になりましたら、下記の当社ウェブサイトにアクセスしていただき、株主総会ライブ配信の案内に従っ
てログインしてください。なお、ログインID・パスワードの公開や第三者提供は固くお断りいたします。

当社ウェブサイト　https://www.ines.co.jp/
ログインID：議決権行使書に記載の株主番号（8桁）
パスワード：

【注意事項】
・ご使用の機器、通信環境の状況により、ご視聴いただけない場合がございます。
・ご視聴いただく際の通信料金等は、株主様のご負担となります。
・ライブ配信映像や音声データの保存、SNS等での投稿等はご遠慮ください。
・当日の会場撮影は、ご出席株主様のプライバシーに可能な限り配慮いたしますが、やむを得ず映り込んで

しまう場合がございます。予めご了承ください。
・何らかの事情によりライブ配信を中止とする場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

以上

－ 2 －
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株主の皆様へ

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検
討の上、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

ご推奨 ご推奨

インターネットで議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

株主総会に
ご出席される場合

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご記入の上、切手を貼ら
ずにご投函ください。

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。(*1)

行使期限 行使期限 日　時

2022年６月23日（木曜日）
午後５時20分入力完了分まで

2022年６月23日（木曜日）
午後５時20分到着分まで

2022年６月24日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前９時30分）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第３号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

第１、２、４号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
見本

※議決権行使書はイメージです。

*1 代理人によるご出席の場合は、議決権を有する他の株主様１名を代理人とし、代理権を証明する書面のご提出を必要といたします。

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使とさせていただ
きます。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使とさせていただきます。

－ 3 －
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株主の皆様へ

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

QRコードを用いたログインは1回に限り可能
です。
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を
行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力
する方法」をご確認ください。

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

見本

見本

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

新しいパスワードを登録する。3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）

－ 4 －
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剰余金処分議案

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要施策の一つとして位置付け、安定した配当を継続的に実

施することを基本方針とし、業績および経営環境等を総合的に勘案し、配当を行っております。
上記の基本方針を踏まえ、当期の期末配当につきましても、株主の皆様への利益還元をより充実させてい

ただくため、次のとおりといたします。
期末配当に関する事項
⑴　配当財産の種類

金銭
⑵　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金20円　　総額 415,859,980円
⑶　剰余金の配当が効力を生じる日

2022年６月27日
なお、2021年12月３日に、中間配当として１株につき金20円をお支払いいたしておりますので、当期の

配当は、年額で金40円となります。

－ 5 －
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定款変更議案

第２号議案　定款一部変更の件
１. 提案の理由

⑴　自然災害や不測の事故に備え、株主総会の開催場所の選択肢を広げるため、株主総会の招集地を限定す
る現行定款第15条（開催場所）を削除するものであります。なお、当該削除に伴い、現行定款第16条以
下を１条ずつ繰り上げるものといたします。

⑵　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が
2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますの
で、次のとおり定款を変更するものであります。
① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付け

られることから、変更案第16条（電子提供措置等）第１項を新設するものであります。
② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した

株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにす
るため、変更案第16条（電子提供措置等）第２項を新設するものであります。

③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第17条（株主総会参考書類等のインターネ
ット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。

④ 上記の新設および削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。
⑶　2015年６月26日開催の第53回定時株主総会の終結の時をもって、当社株式の大規模買付行為に関する

対応策（買収防衛策）の基本方針を更新しないこととしたため、現行定款第18条（株主総会決議事項）を
削除するものであります。なお、当該削除に伴い、現行定款第19条以下を１条ずつ繰り上げるものといた
します。

－ 6 －
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定款変更議案

現 行 定 款 変 更 案

第１条～第14条　（条文省略） 第１条～第14条　（現行どおり）

（開催場所） （削　　除）
第15条　当会社は、神奈川県または東京都において株主総会

を開催する。

第16条　（条文省略） 第15条　（現行どおり）

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） （削　　除）
第17条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書

類、事業報告、計算書類および連結計算書類（当該
連結計算書類に係る会計監査報告または監査報告を
含む。）に記載または表示すべき事項に係る情報
を、法務省令に定めるところに従い、インターネッ
トを利用する方法で開示するところにより、株主に
対して提供したものとみなすことができる。

（新　　設） （電子提供措置等）
第16条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書

類等の内容である情報について、電子提供措置をと
る。

２　当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令
で定めるものの全部または一部について、議決権の
基準日までに書面交付請求した株主に対して交付す
る書面に記載しないことができる。

（株主総会決議事項） （削　　除）
第18条　当会社の株主総会においては、法令または定款に別

段の定めある事項をその決議により定めるほか、買
収防衛策の基本方針をその決議により定めることが
できる。

２. 変更の内容

　変更の内容は、次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。）

－ 7 －
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定款変更議案

現 行 定 款 変 更 案
２　当会社は、新株予約権無償割当てに関する事項につ

いて、取締役会の決議による場合のほか、株主総会
の決議または株主総会の決議による委任に基づく取
締役会の決議により決定することができる。

３　第１項における買収防衛策とは、当会社が資金調達
または業務提携などの事業目的を主要な目的とせず
に新株または新株予約権の発行を行うことにより当
会社に対する買収の実現を困難にする方策のうち、
当会社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なう
おそれのある者による買収が開始される前に導入さ
れるものをいう。また、導入とは、買収防衛策とし
ての新株または新株予約権の発行決議を行うなど買
収防衛策の具体的内容を決定することをいう。

第19条～第49条　（条文省略） 第17条～第47条　（現行どおり）

（付則）
１ この定款変更の効力発生日は、株主総会の決議の日とす

る。

（削　　除）

（新　　設） （附則）
（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）
第１条　変更前定款第17条（株主総会参考書類等のインター

ネット開示とみなし提供）の削除および変更後定款
第16条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部
を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条
ただし書きに規定する改正規定の施行の日である
2022年９月１日（以下「施行日」という）から効
力を生ずるものとする。

２　前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の
日を株主総会の日とする株主総会については、変更
前定款第17条（株主総会参考書類等のインターネッ
ト開示とみなし提供）はなお効力を有する。

３　本条は、施行日から６か月を経過した日または前項
の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか
遅い日後にこれを削除する。

－ 8 －
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取締役選任議案

候 補 者
番 号 氏 名 地 位 お よ び 担 当 属 性 2021年度取締役会出席状況

1 よし

吉
むら

村
 

　
こう

晃
いち

一 代表取締役社長 再任
　

11回/11回（100％）

2 つか

塚
はら

原
 

　
 

 
 

 
すすむ

進 取締役専務執行役員 再任
　

11回/11回（100％）

３ おお

大
もり

森
 

 
 

 
きょう

京
た

太 社外取締役 再任 社外 独立役員
　

11回/11回（100％）

４ きん

金
 

　
 

　
 

　
ぐん

群 社外取締役 再任 社外 独立役員
　 11回/11回（100％）

５ むら

村
かみ

上
 

 
か

嘉
な

奈
こ

子 ― 新任 社外 独立役員
　

―

６ さ

佐
とう

藤　
のぶ

信
ゆき

行 ― 新任 社外 独立役員
　

―

第３号議案　取締役６名選任の件
取締役全員（６名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役６

名の選任をお願いするものであります。
取締役の候補者は、次のとおりであります。

－ 9 －
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取締役選任議案

所有する当社株式数

24,687株
取締役在任期間

(本総会終結時）８年
取締役会出席状況

11/11回（100％）
　

候補者番号

1 よ し

吉
 

 
む ら

村
 

　
こ う

晃
 

 
い ち

一（1965年10月25日生） 再 任
　
　

    1988年    4 月 当社入社
    2010年    8 月 当社金融システム事業部生保システム本部長
    2013年    4 月 当社執行役員金融システム事業部長
    2014年    6 月 当社取締役執行役員金融システム事業部長
    2016年    4 月 当社取締役執行役員ＩＴソリューション本部長
    2018年    4 月 当社取締役執行役員公共ソリューション本部長
    2019年    4 月 当社取締役常務執行役員公共ソリューション本部長
    2020年    4 月 当社代表取締役社長（現任）

取締役候補者とした理由
候補者は、2014年度から取締役執行役員として、当社の公共・金融・産業の各事業
分野の責任者を歴任するなど、当社の事業全般に精通すると共に、各事業の推進に多
大な貢献をしてまいりました。また、2020年度からは、代表取締役社長として、当
社全体を牽引しております。今後の当社および当社グループの経営においても、その
豊富な業務経験と広範な見識をもって、当社の中期経営計画を牽引・主導し、業績ひ
いては企業価値の向上を果たされるものと期待できることから、引き続き取締役とし
てご選任をお願いするものであります。

［略歴、当社における地位および担当］

［重要な兼職の状況］
なし

　

－ 10 －
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取締役選任議案

所有する当社株式数

22,967株
取締役在任期間

(本総会終結時）７年
取締役会出席状況

11/11回（100％）
　

候補者番号

2 つ か

塚
 

 
は ら

原
 

　
 

　
 

 
すすむ

進（1961年４月８日生） 再 任
　
　

    1985年    4 月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
    2005年    6 月 同行総合企画室次長
    2008年    5 月 同行企画部主計室室長
    2014年    11月 当社執行役員財務本部長
    2015年    6 月 当社取締役常務執行役員財務本部長
    2021年    4 月 当社取締役専務執行役員（現任）

取締役候補者とした理由
候補者は、長年にわたり金融関係の業務および企業経営に携わり、当社においても、
2015年度から取締役常務執行役員、2021年度から取締役専務執行役員として、財務
戦略・資本戦略を軸に、持続的かつ安定した収益体制の構築に取り組むなど、当社お
よび当社グループの経営に貢献してまいりました。今後の経営においても、その豊富
な経験と高い見識をもって、当社の中期経営計画を推進し、業績ひいては企業価値の
向上を果たされるものと期待できることから、引き続き取締役としてご選任をお願い
するものであります。

［略歴、当社における地位および担当］

［重要な兼職の状況］
なし

　

－ 11 －
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取締役選任議案

所有する当社株式数

0株
社外取締役在任期間

(本総会終結時）４年
取締役会出席状況

11/11回（100％）
　

候補者番号 再 任

社 外

独立役員
　３ お お

大
 

 
も り

森
 

　
きょう

京
 

 
た

太（1948年３月14日生）

　

    1972年    4 月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
    2003年    6 月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）常務取締役
    2004年    5 月 同行常務執行役員米州本部長（在ニューヨーク）
    2007年    10月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）専務執行役員
    2008年    6 月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役副社長
    2010年    12月 株式会社三菱総合研究所代表取締役社長
    2011年    7 月 三菱総研ＤＣＳ株式会社取締役会長
    2015年    6 月 ＮＣＳ＆Ａ株式会社社外取締役（現任）
    2016年    12月 株式会社三菱総合研究所代表取締役会長
    2017年    12月 同社取締役会長
    2017年    12月 三菱総研ＤＣＳ株式会社取締役
    2018年    6 月 当社社外取締役（現任）

2021年12月 株式会社三菱総合研究所特別顧問

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
候補者は、金融業およびＩＴサービス業において、長年にわたり企業経営に携わり、
当社においては、2018年度から社外取締役として、これまでの経歴を通じて培った
経営の専門家としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社および当社グループの経
営の適切な監督を行っていただいております。今後も当社および当社グループの適切
な監督を行っていただけると期待し、引き続き社外取締役としてご選任をお願いする
ものであります。

独立性に関する事項
候補者が2021年12月まで取締役として在任していた株式会社三菱総合研究所と当社
との2021年度の取引規模は、売上高は当社連結売上高の0.7%未満、仕入高は当社連
結売上原価の0.3％未満です。また、2018年12月まで取締役として在任していた三菱
総研ＤＣＳ株式会社と当社との2021年度の取引規模は、売上高は当社連結売上高の
0.4%未満、仕入高は当社連結売上原価の0.3％未満であり、同氏の独立性は十分に確
保されるものと判断しております。

［略歴、当社における地位および担当］

［重要な兼職の状況］
株式会社三菱総合研究所特別顧問
ＮＣＳ＆Ａ株式会社社外取締役

　

－ 12 －
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取締役選任議案

所有する当社株式数

0株

社外取締役在任期間

(本総会終結時）２年
取締役会出席状況

11/11回（100％）
　

候補者番号 再 任

社 外

独立役員
　４ き ん

金
 

 
 

　
 

　
 

　
 

 
ぐ ん

群（1962年９月27日生）

　

    1984年    12月 中国杭州電子科技大学 計算機科学科助教、専任講師
    1995年    4 月 徳島大学 工学部知能情報工学科 助教授
    1999年    4 月 会津大学 コンピュータ理工学部ソフトウェア学科 助教授
    2003年    4 月 早稲田大学 人間科学学術院 人間情報科学科 教授（現任）
    2018年    9 月 早稲田大学 人間科学学術院 副学術院長（国際担当）
    2018年    9 月 早稲田大学 大学院 人間科学研究科長
    2020年    6 月 当社社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
候補者は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はあり
ませんが、長年にわたり大学においてコンピュータサイエンスの動向・適用分野につ
いての研究に携わり、その技術・事業に関する専門的な知識・経験を有しておりま
す。当社においては、2020年度から社外取締役として、これまでの経歴を通じて培
われた専門的知識および経験に基づき、当社および当社グループの経営の適切な監督
を行っていただいております。今後も当社および当社グループの適切な監督を行って
いただけると期待し、引き続き社外取締役としてご選任をお願いするものでありま
す。

独立性に関する事項
当社は、候補者が教授を務める早稲田大学に新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経
済困窮学生への支援のための寄付を行っております。また、当社の子会社である株式
会社アイネス総合研究所と早稲田大学との間には共同研究に関する契約があります
が、その取引額は当社連結売上原価の0.1％未満です。したがいまして、独立性は十
分に確保されるものと判断しております。

［略歴、当社における地位および担当］

［重要な兼職の状況］
早稲田大学 人間科学学術院 人間情報科学科 教授

　

－ 13 －
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取締役選任議案

所有する当社株式数

0株

　

候補者番号 新 任

社 外

独立役員
　5 む ら

村
か み

上
 

 
か

嘉
な

奈
こ

子 （1978年3月13日生）
（戸籍上の氏名：佐藤 嘉奈子）

　

    2001年    10月 弁護士登録 (第二東京弁護士会)（現在）
のぞみ総合法律事務所入所

    2012年    11月 東京都生活衛生審議会委員
    2020年    6 月 新生信託銀行株式会社 社外監査役（現任）
    2021年    4 月 のぞみ総合法律事務所パートナー（現任）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
候補者は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はあり
ませんが、弁護士資格およびコンプライアンス・オフィサー資格を有し、のぞみ総合
法律事務所のパートナーを務め、企業のリスク管理、コンプライアンス、危機管理等
の弁護士業務に従事しているとともに、社外監査役の立場から企業経営に対する監督
を行っております。
その経歴を通じて培った専門的見識を当社および当社グループの経営に活かしていた
だけるものと判断し、新たに社外取締役としてご選任をお願いするものであります。

独立性に関する事項
当社は、候補者がパートナーを務めるのぞみ総合法律事務所に弁護士報酬の支払いを
行っておりますが、その額は当社連結売上原価の0.001％未満であり、独立性は十分
に確保されるものと判断しております。

［略歴、当社における地位および担当］

［重要な兼職の状況］
のぞみ総合法律事務所パートナー
新生信託銀行株式会社 社外監査役

　

－ 14 －
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取締役選任議案

所有する当社株式数

0株

　

候補者番号 新 任

社 外

独立役員
　６ さ

佐
 

 
と う

藤
 

　
の ぶ

信
 

 
ゆ き

行（1962年８月６日生）

　

    1992年    4 月 中央大学法学部兼任講師
    1995年    4 月 釧路公立大学経済学部専任講師
    1997年    4 月 釧路公立大学経済学部助教授
    2001年    4 月 尚美学園大学総合政策学部教授
    2006年    4 月 中央大学大学院法務研究科教授（現任）
    2011年    1 月 中央大学副学長（2014年11月退任）
    2020年    7 月 中央大学副学長（現任）
    2021年    4 月 中央大学教育力研究開発機構長（現任）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
候補者は、過去に会社経営に直接関与した経験はありませんが、地方自治体の情報シ
ステム導入や個人情報保護に関する教育研究実績および公職経験が豊富であります。
また、当社の主要業務かつ今後の注力事業となる地方自治体向けの新たな各種情報処
理（ITサービス）業を推進するうえで、大変重要な領域についての造詣が深く、その
経歴を通じて培った専門的見識を当社および当社グループの経営に活かしていただけ
るものと判断し、新たに社外取締役としてご選任をお願いするものであります。

独立性に関する事項
当社は、候補者が副学長を務める中央大学に新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経
済困窮学生への支援のための寄付を行っております。なお、当社と地方公共団体情報
システム機構との取引額は、当社連結売上原価の0.001％未満です。また、当社の子
会社である株式会社アイネス総合研究所と中央大学との間にはアドバイザリーに関す
る契約がありますが、その取引額は当社連結売上原価の0.01％未満です。したがいま
して、独立性は十分に確保されるものと判断しております。

［略歴、当社における地位および担当］

［重要な兼職の状況］
中央大学大学院法務研究科教授
中央大学副学長
日本弁護士連合会外国法事務弁護士懲戒委員会委員
地方公共団体情報システム機構本人確認情報保護委員会委員
地方公共団体情報システム機構認証業務情報保護委員会委員

　

－ 15 －
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取締役選任議案

番　号 氏 名 当社に
おける地位

知識・経験・能力等
経営経験 財務・

会計 法務 業界知識 国際性

１ 吉 村 晃 一 代表取締役 ○ ○
２ 塚 原 　 進 取締役 ◯ ○
３ 大 森 京 太 社外取締役 ○ ○ ○
４ 金 群 社外取締役 ◯ ○
５ 村 上 嘉 奈 子 社外取締役 ○ ◯
６ 佐 藤 信 行 社外取締役 ◯ ◯ ◯

(注)１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．取締役候補者の大森 京太、金 群、村上 嘉奈子および佐藤 信行の各氏は、社外取締役候補者であります。

当社は、大森 京太氏および金 郡氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、各氏
の選任がご承認いただけた場合、引き続き独立役員として届け出る予定であります。村上 嘉奈子氏および佐藤 信行氏の選任が
ご承認いただけた場合、新たに各氏を独立役員として届け出る予定であります。

３．大森 京太および金 群の各氏と当社とは、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約
に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額としております。
大森 京太氏、金 群氏、村上 嘉奈子氏および佐藤 信行氏の選任がご承認いただけた場合、大森 京太および金 群の各氏との間で
同契約を継続するとともに、村上 嘉奈子および佐藤 信行の各氏との間で同契約を締結する予定であります。

４．当社は、吉村 晃一、塚原 進、大森 京太および金 群の各氏との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結し
ており、各氏の選任がご承認いただけた場合、同契約を継続するとともに、村上 嘉奈子氏および佐藤 信行氏の選任がご承認い
ただけた場合、各氏との間で同契約を締結する予定であります。なお、当該補償契約の概要については、28ページをご参照く
ださい。

５．当社は、保険会社との間で当社取締役を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結
しており、当該保険契約を継続し、その後更新する予定であります。各候補者の選任がご承認いただけた場合、各候補者は当
該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約の概要については、28ページをご参照ください。

（ご参考）本定時株主総会後の取締役のスキル・マトリックス
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補欠監査役選任議案

所有する当社株式数

0株
　

は や

早
 

 
 

 
ふ ね

船
 

 
 

 
か つ

勝
 

 
 

 
と し

利（1971年５月21日生）

社 外

独立役員
　

　

    1992年    10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
    1996年    5 月 公認会計士登録（現在）
    2000年    9 月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
    2002年    4 月 監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ部門入所
    2007年    6 月 同法人 ファイナンシャルアドバイザリーサービス部門ﾊﾟｰﾄﾅｰ
    2012年    7 月 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー株式会社（現 デロイト ト

ーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社）に転籍、パートナー
    2019年    10月 ｙｋｒアカウンティングアドバイザリー合同会社 代表社員（現任）

補欠の社外監査役候補者とした理由
候補者は、過去に会社経営に直接関与した経験はありませんが、公認会計士として財
務会計に精通しており、監査法人において多数の上場企業の監査に関与され、その経
歴を通じて培った専門的見識をもって当社経営の監督を行っていただけるものと期待
できるため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。

独立性に関する事項
候補者の各兼職先と当社との間には、取引関係はなく、独立性は十分に確保されるも
のと判断しております。

［略　歴］

［重要な兼職の状況］
ｙｋｒアカウンティングアドバイザリー合同会社 代表社員

　

第４号議案　補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするものであり

ます。
なお、本議案につきましては、予め監査役会の同意を得ております。
補欠監査役の候補者は、次のとおりであり、補欠の社外監査役候補者であります。

(注) １．補欠監査役候補者の早船 勝利氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役として就任された場合、当社は同

氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
３．同氏が監査役に就任した場合、同氏と当社とは、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり

ます。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額といたします。
４．同氏が監査役に就任した場合、同氏と当社とは、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結する予定であります。

なお、当該補償契約の概要については、28ページをご参照ください。
５．当社は、保険会社との間で当社監査役を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結

しており、同氏が監査役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなり、その後更新する予定であ
ります。なお、当該保険契約の概要については、28ページをご参照ください。

以上
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事業の経過および成果、財産および損益の状況の推移、対処すべき課題、主要な事業内容

(自　2021年 4 月 1 日
至　2022年 3 月31日 )

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過および成果

当期における当社グループの属する情報サービス産業は、新型コロナウイルス感染症（以下、「新型コロ
ナ」といいます）拡大の影響により、引き続き厳しい状況が続いているものの、本格的なＤＸ（デジタル・
トランスフォーメーション）時代の到来を迎え、グループ経営下での新たな事業ポートフォリオへの転換、
企業経営のデジタル化を加速させる動きやニューノーマル時代を見据えた投資が行われてきました。

このような状況下、当社グループは、安全・安心な社会の創生をコンセプトとする「2023中期経営計画」
の初年度となる当期は、その土台構築と位置付けて、2021年４月より新たにＤＸ事業を強力に推進するた
めの専任組織を新設し、既存事業部門の人員の大幅シフトを実施、マーケティング活動、研究開発、人材育
成に積極的に取り組みました。さらに、業務資本提携先である株式会社三菱総合研究所グループ他、お客様
のＤＸニーズに資するソリューションを有する企業との協業を推進いたしました。

当社の主要事業である自治体ビジネス分野におきまして、総務省策定の「自治体デジタル・トランスフォ
ーメーション（ＤＸ）推進計画」に基づき、2025年度予定の自治体業務システムの標準化仕様が昨年８月
に明らかになりました。これら自治体システムの標準化は、当社基幹商品の「WebRings」の開発、販売戦
略の大幅な見直しを強いられましたが、既存の行政手続き・行政事務、さらには周辺業務のデジタル化に向
けた大きなＤＸビジネスチャンスと捉え、自治体のＤＸ化を支援する有力なソリューションとして、自治体
との各種実証実験や、先進的な技術を要する機能の開発、複数企業とのアライアンスを通じたソリューショ
ンの組込み等、新たな施策を推進しました。

また、ニューノーマル時代を見据えた取り組みとしては、新型コロナの拡大防止に努めつつ、社員の積極
的なテレワークや時差出勤の推進、会議のオンライン化、サテライトオフィスの整備などを進め、全社ベー
スでの生産性向上を図るとともに、中長期的に持続可能な経営の実現に向けた「働き方改革」を継続しまし
た。

当期の売上高は400億33百万円と、主に金融分野やグループ会社での減収を主因として前期比3.7％減と
なりました。

業種別には、公共分野につきましては、新型コロナワクチン接種、各種福祉関連給付金に関わる制度・施
策案件などがあり、166億68百万円（前期比2.5％減）と、前期並みの水準の売上高を計上しました。

金融分野につきましては、新型コロナの影響を最も受けた前々期以降、金融機関を中心にデジタル化に向
けたシステム投資が回復基調にありますが、当期は前期比、減収の114億19百万円（同4.8%減）となりま
した。
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期　別
区　分

第　59　期
2020年度

第　60　期
2021年度 対前期

増減率
（％）売上高

（百万円）
構成比

（％）
売上高
（百万円）

構成比
（％）

公　　　　　　共 17,095 41.1 16,668 41.6 △2.5
金　　　　　　融 11,999 28.9 11,419 28.6 △4.8
産　　　　　　業 6,772 16.3 6,942 17.3 2.5
そ 　　の　　 他 5,706 13.7 5,003 12.5 △12.3
合　　　　　　計 41,573 100.0 40,033 100.0 △3.7

産業分野につきましては、小売業などのＩＴ投資需要の回復に伴い、69億42百万円（同2.5%増）と増収
となりました。

その他グループ会社において前期に売上増加に寄与したＢＰＯ入札案件が、当期には案件規模が縮小した
ことにより50億３百万円（同12.3%減）と減収となりました。

商品・サービス別では、公共分野における新型コロナ対策案件等の拡大により運用が増加しました。
損益面においては、国による自治体システム標準化の動きに備えたソフトウェア投資戦略の大幅な見直

し、ニューノーマル対応のための各種インフラ整備などの一過性のコスト増、自治体ＤＸに対応するための
研究開発費増、グループ会社等の減収影響などがあり、営業利益は19億63百万円（前期比29.5％減）、経常
利益は20億60百万円（同29.6％減）と大幅な減益となりました。親会社株主に帰属する当期純利益では、
13億円（同9.2％減）となりました。

なお、当社は、当期の期首より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31
日。以下、「新基準」といいます）等を適用しております。前期以前につきましては、新基準等適用前の数
値を使用しております。

資本政策においては、「2023中期経営計画」におけるROE７％の達成と株主還元強化を目的に2021年８
月から2022年３月までに総額46億円の自己株式取得を実施しました。また、株式会社東京証券取引所の市
場区分再編に伴い、当社は2022年４月をもって新市場区分である「プライム市場」に移行しました。

【業種別連結売上高】

－ 19 －
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⑵　設備投資等の状況
当期においては、前期に引き続きテレワーク環境の充実化を図り、新たに首都圏にサテライトオフィス４

箇所を開設してその環境整備を行い、設備投資総額は7億21百万円となりました。

⑶　資金調達の状況
特に記載すべき資金調達はありません。

期　　別
区　　分

第 57 期
2018年度

第 58 期
2019年度

第 59 期
2020年度

第 60 期
2021年度

売 上 高 （百万円） 38,143 42,278 41,573 40,033

経 常 利 益 （百万円） 2,233 2,957 2,925 2,060
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 （百万円） 1,492 2,063 1,432 1,300

１株当たり当期純利益 （円） 56.93 86.72 60.16 57.23

総 資 産 （百万円） 54,443 52,677 51,261 46,827

純 資 産 （百万円） 36,538 37,868 38,795 34,620

１ 株 当 た り 純 資 産 （円） 1,537.45 1,590.87 1,629.73 1,665.00

⑷　財産および損益の状況の推移

（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式を控除した株式数）に基づき、また、１株当たり純資
産は、期末発行済株式総数（自己株式を控除した株式数）に基づき算出しております。

２．第59期2020年度以前の各数値については、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31
日）等を適用する前の数値となっております。

⑸　対処すべき課題
①　当社グループの経営環境について

2021年度の日本経済は、新型コロナの新規感染者数の増減による緊急事態宣言等の発出と解除に伴い、
経済活動の制限と緩和が繰り返されてきました。そのような状況の中、景気は緩やかに持ち直してきてお
り、2022年３月内閣府発表の2次速報値では、2021年の実質GDP成長率は前年比＋1.6%と予測されていま
す。

しかしながら、新規感染者数の今後の動向や、ウクライナ情勢を受けた世界的な政治的・経済的不安によ
る個人消費・企業業績への影響など、先行き不透明感は依然として根強く、今後、成長が失速するリスクが
懸念されています。

一方で、行政や民間におけるデジタル化に向けた動きは堅調に推移しています。2021年９月には、デジ
タル社会形成の司令塔として、未来志向のＤＸを大胆に推進し、デジタル時代の官民のインフラを今後５年
で一気呵成に作り上げることを掲げたデジタル庁が発足しました。行政や民間におけるデジタル化の動き
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は、サービスモデルやビジネスモデルの変革による中長期的な企業価値の向上や競争力の強化に向けて、活
発化しています。

②　当社の経営戦略について
当社は、経営理念ならびに「2023中期経営計画」のグランドコンセプトとして「安全・安心な社会の創

生」を掲げており、政府の「目指すべきデジタル社会のビジョン」で示された社会と同じ未来を目指してい
ます。総務省は、この社会の実現のためには、住民に身近である自治体、とりわけ市区町村の役割が極めて
重要であると示しており、これまで多くの自治体にITサービスを提供してきた当社のノウハウや強みを最大
限に生かせるデジタル社会の実現は、当社の責務であるとともに、大きなビジネスチャンスであると捉えて
います。

2023年３月期は、「2023中期経営計画」の２年目にあたるところ、中期経営計画実現に向けた取り組み
として、以下の４つを推進します。

【自治体DXから地域・民間DXへ】
自治体DXを通じて地方自治体と連携し、地域の民間企業、住民、地域金融機関が抱えている様々な課題を
解決し、地域・民間DXを推進します。
ＤＸを推進するコーディネーターとして、戦略ロードマップの策定やテクノロジーの選定、データサイエン
スによる分析等、さまざまな支援を推進していくために、2022年４月にＤＸ事業を推進する組織体制をさ
らに強化し、提案力・技術力の向上、アライアンス戦略の推進によるサービス展開の拡充に取り組んでまい
ります。

【行政システム（WebRings）標準化対応】
今年度より開始するWebRings提供自治体のシステム標準化導入支援を着実に実施するとともに、当社の強
みを活かしたDXの支援に取り組みます。
自治体分野における当社の豊富なサービスメニューや顧客基盤と、株式会社三菱総合研究所の社会課題解決
への知見・ノウハウを組み合わせ、手続きのワンストップ、ノンストップを実現し、自治体の行政手続のオ
ンライン化（住民接点の総合デジタル化、住民の利便性向上）、バックオフィスのデジタル化（業務改革、
データ活用による住民サービス向上）等によるＤＸを推進してまいります。

【グループ会社戦略の推進】
グループ経営のシナジー効果を追求するため、BPO業務と運用業務の当社グループ内での移管、集約を
2023年4月に実施します。当社グループ内で業務を集約することで、業務の自動化・効率化を実現し、人的
リソースの専門性・機動性を高め、収益性の向上を図ります。また、当社グループの事業再編により、ＤＸ
グループ企業として当社グループの企業価値の向上を図るとともに、リスク管理の徹底によるガバナンス強
化を通じて経営基盤を強化します。中期経営計画の達成、ひいては安全・安心な社会の実現に向けて、当社
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グループ一体となって取り組んでまいります。

【サスティナブル経営の推進】
2020年10月から導入した、社員が自律的に働く時間や場所を選択できる「新しい働き方」を推進していき
ます。多様な社員が働くことのできるインフラを整備し、生産性の向上とワークライフバランスを実現しま
す。また、Gold（シングルスター）に認定された「iCD（iコンピテンシ ディクショナリ）」などのＩＴ人
材育成指標を活用し、人材育成・タレントマネジメントを推進します。

社員一人ひとりが輝き、持続的に成長し、活躍することのできる環境・風土の醸成を継続して推進し、
「アイネスウェルビーイング」を実現することにより、サスティナブル経営を推進してまいります。

分 野 事 業 内 容

公 共 分 野 自治体業務 の 効率化 や 住民 サービスの 向上 を 実現 するため 、 行政 システム
（WebRings）や多様化する住民ニーズに応えるサービスを提供する事業

金 融 ・ 保 険 分 野 金融機関のニーズや課題に対して、コンサルティングから開発・保守・運用にいたる
まで、幅広いサービスを提供する事業

産 業 分 野 流通業や製造業、サービス業などのさまざまな分野に、最適なIT ソリューションや
アウトソーシングサービスを提供する事業

D X 分 野 自治体ＤＸ、地域・民間ＤＸの実現に向け、ＤＸコーディネーターとして社会課題解
決を見据えた新たなソリューションを提供する事業

⑹　主要な事業内容
当社の主な事業内容は以下のとおりです。
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会 社 名 当社の持株比率
(％) 主 要 な 事 業 内 容

株式会社アイネス総合研究所 100.0 IT関連事業や技術動向等に関する調査研究・サービ
ス業

株式会社ＫＤＳ 100.0 システムの開発・運用、人材派遣およびデータエント
リーサービスの提供

株式会社ＳＫサポートサービス 100.0 クラウドサービスの提供

株式会社アイネス総合サービス 100.0 管理事務代行サービスおよびコーポレート業務支援

⑺　重要な子会社の状況
重要な子会社の状況は、次のとおりであります。

（注）１．当社の持株比率は、議決権の数に基づき算出しております。
　　　２．前期において子会社でありました株式会社アイ・エス・エスは、2022年３月11日付で清算結了いたしました。

名 称 所 在 地
東京本社

東京都中央区
晴海オフィス
横浜事業所(登記上の本店所在地) 神奈川県横浜市
関東サービスセンター 埼玉県越谷市
北海道支社 北海道札幌市
東北支社 宮城県仙台市
中部支社 愛知県名古屋市
関西支社 大阪府大阪市
中国支社 広島県広島市
九州支社 福岡県福岡市

会 社 名 所 在 地
株式会社アイネス総合研究所 神奈川県横浜市
株式会社ＫＤＳ 東京都千代田区
株式会社ＳＫサポートサービス 神奈川県横浜市
株式会社アイネス総合サービス 神奈川県横浜市

⑻　主要な事業所
①　当社の主要拠点

②　子会社の主要拠点
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従業員の状況、主要な借入先

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

1,527名 87名 減

⑼　従業員の状況

⑽　主要な借入先
特に記載すべき借入先はありません。
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会社の株式に関する事項

⑴　発行可能株式総数 175,477,400株

⑵　発行済株式の総数 23,900,000株（うち自己株式 3,107,001株）

⑶　株主数 5,445名

株 主 名 持株数（千株） 持株比率（％）

株式会社三菱総合研究所 4,052 19.48

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,959 14.23

ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 1,337 6.43

アイネスグループ社員持株会 1,194 5.74

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 974 4.68

ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ
ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ／ＪＡＳＤＥＣ／
ＪＡＮＵＳ　ＨＥＮＤＥＲＳＯＮ　ＨＯＲＩＺＯＮ　ＦＵＮＤ

600 2.88

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 514 2.47

ＤＦＡ　ＩＮＴＬ　ＳＭＡＬＬ　ＣＡＰ　ＶＡＬＵＥ
ＰＯＲＴＦＯＬＩＯ 487 2.34

ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　ＢＡＮＫ　３８５７８１ 268 1.29

ＭＬＩ　ＦＯＲ　ＣＬＩＥＮＴ　ＧＥＮＥＲＡＬ　ＯＭＮＩ
ＮＯＮ　ＣＯＬＬＡＴＥＲＡＬ　ＮＯＮ　ＴＲＥＡＴＹ－ＰＢ 247 1.18

２．会社の株式に関する事項

⑷　大株主

（注）１．当社は、自己株式を3,107,001株保有しておりますが、上記大株主から除外して表示しております。
２．持株比率は、自己株式を控除した株式数（20,792,999株）により算出しております。
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会社の株式に関する事項

株式数（株） 交付対象者数（名）

取 締 役 （ 社 外 取 締 役 を 除 く ） 14,102 3

取 締 役 会 の 決 議 日 2021年７月30日 2021年12月22日 当期合計

取 得 し た 株 式 の 種 類 普通株式 普通株式 普通株式

取 得 し た 株 式 の 総 数
（千株） 1,998 1,020 3,018

株 式 の 取 得 価 額 の 総 額
（百万円） 2,999 1,567 4,567

取 得 期 間 2021年８月２日
～2021年12月21日

2021年12月23日
～2022年３月29日

⑸　当期中に職務執行の対価として交付した株式の状況

⑹　その他株式に関する重要な事項
①　当社は、2021年４月30日の取締役会決議に基づき、取締役および執行役員に対する譲渡制限付株式報

酬としての自己株式（22,045株）の処分を行いました。

②　当社は、資本効率の向上と株主還元の充実を図るため、当期において、取締役会決議に基づき、株式会
社東京証券取引所における市場買付により、以下のとおり、自己株式を取得いたしました。

③　当社は、2022年３月29日開催の取締役会決議に基づき、2022年４月５日に3,000,000株の自己株式を
消却いたしました。
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会社役員に関する事項

⑴　取締役および監査役の氏名等（2022年３月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 吉 村 晃 一 社長

取 締 役 塚 原 　 進 専務執行役員

取 締 役 磯 部 悦 男 執行役員
事業企画本部長

取 締 役 大 森 京 太 株式会社三菱総合研究所 特別顧問
ＮＣＳ＆Ａ株式会社 社外取締役

取 締 役 福 原 紀 彦

中央大学 教授
一般社団法人日本資金決済業協会 代表理事・会長
共栄火災海上保険株式会社 社外取締役
一般社団法人大学スポーツ協会 代表理事・会長
宇部興産株式会社（現 UBE株式会社） 社外取締役（監査等委
員）

取 締 役 金 群 早稲田大学 人間科学学術院 人間情報科学科 教授

常 勤 監 査 役 大 利 一 雅

監 査 役 友 田 和 彦
パーソルホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）
株式会社博報堂ＤＹホールディングス 社外監査役
株式会社大広 社外監査役

監 査 役 芳 賀 　 良 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授
横浜国立大学大学院国際社会科学府法曹実務専攻 専攻長

３．会社役員に関する事項

（注）１．2021年６月25日開催の当社第59回定時株主総会の終結の時をもって、監査役の吉田 洋氏は退任し、同定時株主総会
において、新たに、芳賀 良氏が監査役に選任され、就任いたしました。

２．取締役の大森 京太、福原 紀彦および金 群の各氏は、社外取締役であります。
３．監査役３名全員は、社外監査役であります。
４．監査役の大利 一雅氏は、長年にわたり金融機関での業務執行および企業経営に携わっており、財務および会計に関す

る相当程度の知見を有しております。
監査役の友田 和彦氏は、公認会計士として、長年にわたる経験と知見を有しております。

５．当社は、取締役の大森 京太、福原 紀彦および金 群の各氏ならびに監査役３名全員を株式会社東京証券取引所の定めに
基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、当社の社外取締役および社外監査役の独立性に
ついては、同取引所の独立性基準と同一の基準で判断しております。
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会社役員に関する事項

⑵　責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外取締役および各監査役と会社法第423条第１項に定める賠償責任を限定する契約を締結し

ております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額としております。

⑶　補償契約の内容の概要等
当社は、各取締役および各監査役との間で、会社法第430条の２第１項に定める補償契約を締結しており

ます。
①当該取締役および監査役の氏名

吉村 晃一氏、塚原 進氏、磯部 悦男氏、大森 京太氏、福原 紀彦氏、金 群氏、大利 一雅氏、
友田 和彦氏、芳賀 良氏

②当該補償契約の内容の概要
会社法第430条の２第１項第１号の費用および同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が
補償することとしております。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわ
れないようにするため、補償対象者がその職務を行うにつき悪意または重大な過失があったことにより
損害を賠償する責任を負う場合における当該損害に係る賠償金等については補償の対象としないことと
しております。

⑷　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結してお

り、保険料は全額当社が負担しております。
①当該保険契約の被保険者の範囲

当社および子会社の取締役、監査役および執行役員
②当該保険契約の内容の概要

被保険者が会社役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠
償請求がなされたことによって被保険者が被る損害を填補するものです。ただし、贈収賄などの犯罪行
為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行
の適正性が損なわれないように措置を講じています。

⑸　取締役および監査役の報酬等
①　取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に関する事項

当社は、2021年２月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関
する方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、指名報
酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。

また、取締役会は、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および報酬等の内容が取
締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬諮問委員会からの答申が尊重されていること
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を確認しており、当該決定方針に沿うものであるものと判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容は次のとおりです。
ａ．基本方針
・取締役個々の職責に応じた適正かつ適切な対価とし、また、当社グループの短期および中長期の業績向
上と持続的な企業価値向上に向け動機づけとなる報酬体系および報酬水準とする。
・株主との利害共有を図り、説明責任が果たせる透明性・公正性・合理性が確保された報酬体系および報
酬決定手続きとする。
・報酬体系および報酬水準については、経営者として、当社グループの持続的な企業価値向上に貢献し、
また、当社コーポレート・ガバナンスに資する優秀な人材を登用できることを勘案する。
・社外取締役を主体に構成する指名報酬諮問委員会に、報酬の妥当性等の検証を諮問することにより客観
性・合理性を確保するとともに、経済情勢、当社業績または他社報酬水準等の動向を踏まえて、報酬体系
および報酬水準を随時見直すものとする。
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基本報酬 業績連動報酬 株式報酬 報酬計

76% 14% 10% 100%

ｂ．基本報酬の額、報酬を与える時期等の決定に関する方針
基本報酬は、その職責に応じた職務執行の対価として固定額を毎月支給する。
c．業績連動報酬に係る業績指標の内容および額の算定方法、報酬等を与える時期等の決定に関する方針
業績連動報酬は、単年度の業績指標として各事業年度の連結売上高、連結営業利益、連結当期純利益等の
業績および各種経営指標の実績に連動して算出された額を賞与として、毎年６月に支給する。
d．非金銭報酬の内容および数の算定方法、報酬等を与える時期等の決定に関する方針
非金銭報酬は、株式報酬とし、次の二種類の譲渡制限付株式について、中期経営計画開始年度の５月に支
給する。
・勤務条件付譲渡制限付株式

株主の視点に立ち、持続的な企業価値向上に向けたインセンティブとして、一定期間、取締役であるこ
とを譲渡制限解除の条件として、当該期間に応じた株数を支給する。

・業績条件付譲渡制限付株式
中期経営計画等で定める中長期的な業績（各種経営指標を含む）計画から設定する目標値の達成のイン
センティブとして、計画最終年度終了時に当該目標値が達成されていることを譲渡制限解除の条件とし
て、当該計画期間中の在任期間に応じた株数を支給する。

e．基本報酬の額、業績連動報酬の額または非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合
の決定に関する方針
代表取締役および業務執行取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬および非金銭報酬である株式報酬の
三種類で構成する。
社外取締役は、業務執行から独立した立場で経営の監督・助言を行うという観点から、基本報酬のみとす
る。
代表取締役および業務執行取締役の種類別の報酬割合

（注）業績連動報酬は、当該期の業績（連結当期純利益等）に応じて、基準額の0～200％のレンジで決定
する。

f．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
取締役の個人別の報酬額は、あらかじめ指名報酬諮問委員会にて役員区分毎に策定された算定基準に基づ
き算定され、それらの報酬額の決定は、同委員会にて審議の上、その結果は取締役会に答申され、取締役
会は、それらの答申内容に基づき、取締役の個別の報酬額を決定する。
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役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる役員
の員数（名）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役
（うち社外取締役）

145,856
(20,016)

115,032
(20,016)

18,084
(0)

12,740
(0)

6
(3)

監査役
（うち社外監査役）

31,488
(31,488)

31,488
(31,488) － － 4

(4)

②　取締役および監査役の報酬等の総額等

（注）１．上記の監査役の員数は、当期末日時点の監査役の員数３名（全員社外監査役）と相違しておりますが、これは、上記
員数には、2021年６月25日開催の当社第59回定時株主総会の終結の時をもって退任した監査役１名（社外監査役）
が含まれていることによるものであります

２．取締役の報酬等の総額は、2009年６月24日開催の第47回定時株主総会において年額300,000千円以内と決議してお
ります（使用人兼務取締役の使用人分給与・賞与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は７名（うち
社外取締役１名）です。また、2019年６月25日開催の第57回定時株主総会において、取締役（社外取締役は除く）
に付与する株式報酬の額として、上記の取締役報酬等の総額の範囲内で、勤務条件付譲渡制限付株式および業績条件
付譲渡制限付株式について、それぞれ、年額45百万円以内、株式数の上限として、それぞれ、年60,000株以内と決議
しております。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は４名です。

３．監査役の報酬の総額は、2009年６月24日開催の第47回定時株主総会において年額72,000千円以内と決議しておりま
す。当該株主総会終結時点の監査役の員数は４名（うち社外監査役３名）です。
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会社役員に関する事項

区 分 氏 名 兼 職 す る 法 人 等 兼 職 内 容

社外取締役

大 森 京 太
株式会社三菱総合研究所 特別顧問
ＮＣＳ＆Ａ株式会社 社外取締役

福 原 紀 彦

中央大学 教授
一般社団法人日本資金決済業協会 代表理事・会長
共栄火災海上保険株式会社 社外取締役
一般社団法人大学スポーツ協会 代表理事・会長
宇部興産株式会社（現 UBE株式会社） 社外取締役（監査等委員）

金 群 早稲田大学 人間科学学術院 人間情報科学科 教授

社外監査役

大 利 一 雅

友 田 和 彦
パーソルホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）
株式会社博報堂ＤＹホールディングス 社外監査役
株式会社大広 社外監査役

芳 賀  良
横浜国立大学大学院国際社会科学研究院 教授
横浜国立大学大学院国際社会科学府法曹実務専攻 専攻長

⑹　社外役員に関する事項
①　重要な兼職先と当社との関係

（注）１．大森 京太氏の兼職先である株式会社三菱総合研究所は、当社のその他の関係会社であり、当社と同社との間には業務
資本提携契約に基づくシステム提供サービスに関連する取引があります。

２．当社は、中央大学、早稲田大学および横浜国立大学に、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済困窮学生への支援
のための寄付を行っております。

３．当社の子会社である株式会社アイネス総合研究所と早稲田大学との間には共同研究に関する契約、中央大学との間に
はアドバイザ―に関する契約があります。

４．その他の各兼職先と当社との間には、特別な関係はありません。
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会社役員に関する事項

氏 名 取 締 役 会 の 出 席 な ら び に 発 言 状 況 お よ び
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

大 森 京 太

当期に11回開催した取締役会に全て出席し（出席率100％）、長年にわたり金融業
およびＩＴサービスの企業経営に携わった経営の専門家としての豊富な経験と高い
見識に基づき、議題や審議事項につき適宜発言・提言を行っております。その他、
指名報酬諮問委員会の委員を務め、役員懇談会等の当社の会議体に参加し、経営の
専門家としての高い見識や豊富な経験に基づく助言や意見を述べられることによ
り、当社経営の適切な監督および企業価値の向上に重要な役割を果たしておりま
す。

福 原 紀 彦

当期に11回開催した取締役会のうち10回出席し（出席率90.9％）、長年にわたり
弁護士資格を有する大学教授として法令全般の研究に従事することにより培った学
識者としての専門的知見および大学学長としての豊富な経験および高い見識に基づ
き、議題や審議事項につき適宜発言・提言を行っております。その他、指名報酬諮
問委員会の委員長を務め、役員懇談会等の当社の会議体に参加し、学識者としての
専門的な知識・見識や豊富な経験に基づく助言や意見を述べられることにより、当
社経営の適切な監督および企業価値の向上に重要な役割を果たしております。

金 群

当期に11回開催した取締役会に全て出席し（出席率100％）、長年にわたり大学に
おいてコンピュータサイエンスの動向・適用分野についての研究に携わることによ
り培った技術・事業に関する専門的な知識・経験に基づき、議題や審議事項につき
適宜発言・提言を行っております。その他、役員懇談会等の当社の会議体に参加
し、技術・事業に関する専門的な知識・経験に基づく助言や意見を述べられること
により、当社経営の適切な監督および企業価値の向上に重要な役割を果たしており
ます。

氏 名 取 締 役 会 、 監 査 役 会 の 出 席 な ら び に 発 言 状 況

大 利 一 雅

当期に11回開催した取締役会に全て出席し（出席率100％）、また、当期に12回開
催した監査役会に全て出席し（出席率100％）、長年にわたり銀行・証券会社におけ
る業務執行と企業経営に携わり、その経歴を通じて培ったITの専門家としての豊富
な経験と高い見識をもって、適宜発言を行っております。

友 田 和 彦

当期に11回開催した取締役会に全て出席し（出席率100％）、また、当期に12回開
催した監査役会に全て出席し（出席率100％）、公認会計士としての長年の経験
と、その有する財務・会計に関する相当程度の知見から、適宜発言を行っておりま
す。

②　当期における主な活動状況
社外取締役

社外監査役
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会社役員に関する事項

氏 名 取 締 役 会 、 監 査 役 会 の 出 席 な ら び に 発 言 状 況

芳 賀 　 良

当期に新たに就任し、就任後９回開催した取締役会に全て出席し（出席率 
100％）、また、就任後９回開催した監査役会に全て出席し（出席率100％）、指
名報酬諮問委員会の委員を務め、弁護士資格を有する大学院教授として金融商品取
引法および会社法に精通しており、その経歴を通じて培った専門的見識をもって、
適宜発言を行っております。

社外監査役
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会計監査人の状況

４．会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人

⑵　当期に係る会計監査人の報酬等の額
①　当期に係る会計監査人としての報酬等
41,400千円

②　当社および当社子会社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額
41,400千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査に対する監査の報酬
等の額を区別しておらず、また実質的にも区別できないため、これらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積の算出根拠などが適切かどうかに
ついて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

⑶　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社は、会計監査人が、会社法第340条第１項各号に該当するものと判断される場合、監査役会で審議し
監査役全員の同意によって監査役会が会計監査人を解任する方針であり、会計監査人を解任した場合は、監
査役会で選定した監査役がその旨および理由を解任後最初に開催する株主総会において報告する方針です。
また、監査役会は、会計監査人の職務の遂行に関する状況等を勘案し、必要があると判断した場合には、当
該会計監査人の解任または再任しないことに関する議案の内容を決定し、取締役会が当該議案を株主総会に
付議する方針です。

（注）本事業報告に記載の金額、株式数および比率は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表

（2022年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形、売掛金及び契約資産

有 価 証 券

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他　

( 22,323)

9,945

9,323

2,300

210

78

436

41

△ 13

( 24,504)

( 1,878)

626

1,248

3

( 2,680)

2,656

24

( 19,945)

13,586

750

4,493

1,114　

流 動 負 債 ( 6,117)
買 掛 金 2,153
未 払 費 用 1,170
未 払 法 人 税 等 593
未 払 消 費 税 等 135
前 受 金 284
賞 与 引 当 金 1,047
役 員 賞 与 引 当 金 66
受 注 損 失 引 当 金 137
そ の 他 527

固 定 負 債 ( 6,089)
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 112
退 職 給 付 に 係 る 負 債 5,690
資 産 除 去 債 務 267
そ の 他 19

負 債 合 計 12,207
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 ( 34,913)
資 本 金 15,000
資 本 剰 余 金 14,592
利 益 剰 余 金 9,973
自 己 株 式 △ 4,651

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 (△ 293)
その他有価証券評価差額金 32
退職給付に係る調整累計額 △ 326

純 資 産 合 計 34,620
資 産 合 計 46,827 負 債 及 び 純 資 産 合 計 46,827

連 結 貸 借 対 照 表
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連結損益計算書

(自　2021年 4 月 1 日
至　2022年 3 月31日 )

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 40,033
売 上 原 価 31,556

売 上 総 利 益 8,477
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,514

営 業 利 益 1,963
営 業 外 収 益 121

受 取 利 息 55
受 取 配 当 金 11
保 険 配 当 金 24
投 資 事 業 組 合 運 用 益 2
そ の 他 27

営 業 外 費 用 23
支 払 利 息 0
自 己 株 式 取 得 費 用 18
そ の 他 5
経 常 利 益 2,060

特 別 利 益 6
投 資 有 価 証 券 売 却 益 6

特 別 損 失 140
固 定 資 産 除 却 損 2
投 資 有 価 証 券 売 却 損 7
投 資 有 価 証 券 評 価 損 71
減 損 損 失 5
解 約 違 約 金 52
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,926
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 643
法 人 税 等 調 整 額   △　　16
当 期 純 利 益 1,300
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,300

連 結 損 益 計 算 書
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貸借対照表

（2022年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金 及 び 契 約 資 産
有 価 証 券
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
無 形 固 定 資 産
電 話 加 入 権
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
敷 金 及 び 保 証 金
長 期 貸 付 金
施 設 利 用 会 員 権
そ の 他　

( 19,765)
7,748
8,644
2,300
193
78
561
248

△ 9
( 22,961)
( 1,565)

553
0

1,008
3

( 2,654)
16

2,634
4

( 18,740)
11,876
1,089
13
680
4,065
925
1
81
6　

流 動 負 債 ( 5,601)
買 掛 金 2,235
未 払 金 61
未 払 費 用 926
未 払 法 人 税 等 583
未 払 消 費 税 等 92
前 受 金 283
預 り 金 304
賞 与 引 当 金 876
役 員 賞 与 引 当 金 51
受 注 損 失 引 当 金 137
そ の 他 48
固 定 負 債 ( 4,938)
退 職 給 付 引 当 金 4,633
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 61
資 産 除 去 債 務 229
そ の 他 13
負 債 合 計 10,539

（純　資　産　の　部）
株 主 資 本 ( 32,137)
資 本 金 ( 15,000)
資 本 剰 余 金 ( 14,592)
資 本 準 備 金 3,750
そ の 他 資 本 剰 余 金 10,842
利 益 剰 余 金 ( 7,196)
そ の 他 利 益 剰 余 金 7,196
繰 越 利 益 剰 余 金 7,196

自 己 株 式 (△ 4,651)
評 価 ・ 換 算 差 額 等 ( 49)
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 49
純 資 産 合 計 32,187

資 産 合 計 42,726 負 債 及 び 純 資 産 合 計 42,726

貸　借　対　照　表
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損益計算書

(自　2021年 4 月 1 日
至　2022年 3 月31日 )

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 35,029
売 上 原 価 27,695
売 上 総 利 益 7,334
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,210
営 業 利 益 1,124
営 業 外 収 益 461

受 取 利 息 49
受 取 配 当 金 370
保 険 配 当 金 24
投 資 事 業 組 合 運 用 益 2
そ の 他 14
営 業 外 費 用 21

自 己 株 式 取 得 費 用 18
そ の 他 3
経 常 利 益 1,563
特 別 利 益 212

投 資 有 価 証 券 売 却 益 6
関 係 会 社 清 算 益 205
特 別 損 失 79

固 定 資 産 除 却 損 0
投 資 有 価 証 券 売 却 損 7
投 資 有 価 証 券 評 価 損 71
税 引 前 当 期 純 利 益 1,696
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 399
法 人 税 等 調 整 額 △     67
当 期 純 利 益 1,364

損　益　計　算　書
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2022年５月23日

株 式 会 社 ア イ ネ ス
取 締 役 会 　 御 中

E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 志  村  さ や か
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 飯 田 昌 泰

　
監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社アイネスの2021年４月１日から2022年３月31日ま
での連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注
記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
式会社アイネス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ

とにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するため
に経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示す
る必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明す
ることにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者
の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガード
を講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2022年５月23日

株 式 会 社 ア イ ネ ス
取 締 役 会 　 御 中

E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 志  村  さ や か
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 飯 田 昌 泰

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社アイネスの2021年４月１日から2022年３月
31日までの第60期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並
びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該
計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ

とにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必
要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明するこ
とにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガード
を講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
当監査役会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第60期事業年度の取締役の職務の執行に関

して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた
します。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告
を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると
ともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会、その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報
の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決
議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等
に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容及びその運用状況は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事
項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2022年５月23日

株 式 会 社 ア イ ネ ス 監 査 役 会
常勤監査役 大 利 一 雅 ㊞
監 査 役 友 田 和 彦 ㊞
監 査 役 芳 賀 　 良 ㊞

　（注）常勤監査役大利一雅、監査役友田和彦、芳賀良は社外監査役であります。
以上
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メモ
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地図

日本橋駅
東京メトロ 銀座線

東西線 Ｂ６出口 ビル直結
都営地下鉄 浅草線

東京駅
ＪＲ ー

八重洲北口 徒歩８分
東京メトロ 丸ノ内線

三越前駅 東京メトロ 半蔵門線 Ｂ６番出口 徒歩５分

株主総会会場ご案内図
会場　東京都中央区日本橋二丁目７番１号 東京日本橋タワー

ベルサール東京日本橋 ５階コンファレンスセンター

東
京
駅

大手町駅

三越前駅

B６ 出口

交番

コレド
日本橋

日本橋
高島屋

丸善

日本橋駅

A７ 出口

B10 出口

八重洲北口

八重洲中央口
ベルサール東京日本橋

【交通手段】最寄り駅


